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土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議
規約の変更

1



 

土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議 規約 

 

（設 置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の 9に基づく大規模氾濫減災

協議会として、「土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議」（以下

「協議会」という。）を設置する。 

 

（目 的） 

第２条 土岐川、庄内川が氾濫した場合の水害、または土砂災害や高潮による被

害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議

を行うものとし、「水防災意識社会」の再構築を目的とする。 

 

（組 織） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、

必要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加

を協議会に求めることができる。 

３ 協議会の円滑な運営を行うため、協議会に幹事会を置く。幹事会

は、別表２の職にある者をもって構成する。 

  福祉部局と水防災部局の合同会議は別表３の職にある者をもって構

成する。 

４ 事務局は、第３項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、

必要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加

を協議会に求めることができる。 

 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水浸水想定区域等の現状の水害、または土砂災害や高潮リスク情報を共

有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減

災に係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動、氾濫水の排水等による浸水被害軽

減を実現するために、各構成員がそれぞれ又は連携して実施する取組事項

について協議し、共有する。 

三 「土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針」にもとづく対策の実施状況

のフォローアップ 

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な取組事項を実施す

る。 
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（運 営） 

第５条 協議会及び幹事会の運営、進行並びに招集は事務局が行う。 

２ 事務局が必要と認めた場合は、構成員の一部の者及び必要に応じて

構成員以外の者の参加を求め、各市町単位での減災のための取組を

検討又は実施するための検討会や勉強会等を組織することができ

る。 

 

（事務局） 

第６条 協議会及び幹事会の事務局を中部地方整備局庄内川河川事務所に置く。 

 

（雑 則） 

第７条 この規約に定めるものの他、協議会の議事の手続きやその他運営に関し

て必要な事項は、幹事会で定めるものとする。 

 

（規約改正の経緯） 

 平成２９年５月２６日 施  行 

 平成３０年６月 ７日 一部改正 

 令和元年 ５月３０日 一部改正 

 令和２年 ５月２９日   一部改正 

令和３年 ３月２５日   一部改正 

 令和４年 ５月３０日   一部改正 

 令和５年 ６月１４日   一部改正 

令和６年 ６月１０日   一部改正 
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別表１ 

 

岐阜県 県土整備部長 

岐阜県 危機管理部長 

愛知県 建設局長 

愛知県 防災安全局長 

多治見市 水防管理者（市長） 

瑞浪市 水防管理者（市長） 

恵那市 水防管理者（市長） 

土岐市 水防管理者（市長） 

名古屋市 水防管理者（市長） 

瀬戸市 水防管理者（市長） 

春日井市 水防管理者（市長） 

小牧市 水防管理者（市長） 

稲沢市 水防管理者（市長） 

清須市 水防管理者（市長） 

北名古屋市 水防管理者（市長） 

あま市 水防管理者（市長） 

豊山町 水防管理者（町長） 

大治町 水防管理者（町長） 

蟹江町 水防管理者（町長） 

海部地区水防事務組合 管理者 

庄内川河川事務所 事務所長 

岐阜地方気象台 台長 

名古屋地方気象台 台長 

陸上自衛隊第１０師団 第１０師団司令部第２部長 

中部管区警察局 総務監察・広域調整部長 

岐阜県警察本部 警備部長 

愛知県警察本部 警備部長 

中部運輸局 鉄道部安全指導課長 

名古屋鉄道株式会社 鉄道事業本部土木部長 

近畿日本鉄道株式会社 鉄道本部名古屋統括部施設部長 

名古屋市交通局 営業本部電車部運転指令室長 

愛知環状鉄道株式会社 運輸部取締役運輸部長 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 運輸部運輸部長 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 総務部常務取締役総務部長 

名古屋高速道路公社 総務部長 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

 名古屋 保全・サービスセンター 

所長 

中部電力株式会社 事業創造本部テレメータサービスユニット長 
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別表２ 

 

岐阜県 県土整備部河川課長 

岐阜県 危機管理部防災課長 

愛知県 建設局河川課長 

愛知県 防災安全局防災部災害対策課長 

多治見市 建設部長 

瑞浪市 建設部長 

恵那市 総務部長 

土岐市 建設水道部長 

名古屋市 防災危機管理局 防災企画課長 

名古屋市 緑政土木局河川工務課長 

名古屋市 上下水道局防災課長 

瀬戸市 危機管理課長 

春日井市 建設部河川排水課長 

小牧市 市民生活部防災危機管理課長 

稲沢市 建設部防災安全課長 

清須市 建設部土木課長 

北名古屋市 生活安全部危機管理課長 

あま市 市長公室危機管理課長 

あま市 建設産業部土木課長 

豊山町 企画調整部防災安全課長 

大治町 総務部防災危機管理課長 

蟹江町 総務部安心安全課長 

海部地区水防事務組合 事務局長 

庄内川河川事務所 事業対策官 

岐阜地方気象台 防災管理官 

名古屋地方気象台 防災管理官 

中部運輸局 鉄道部安全指導課係長 

名古屋鉄道株式会社 鉄道事業本部土木部土木課長 

近畿日本鉄道株式会社 鉄道本部名古屋統括部施設部工務課長 

名古屋市交通局 営業本部総務部総務課防災危機管理課長補佐 

愛知環状鉄道株式会社 運輸部運転課長 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 運輸部運輸課長 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 総務部総務課長 

名古屋高速道路公社 総務部担当課長 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

 名古屋保全・サービスセンター 

管理担当課長 

中部電力株式会社 事業創造本部テレメータサービスユニット長 
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別表３ 

 

（福祉部局と水防災部局の合同会議） 

 

岐阜県 県土整備部河川課長 健康福祉部高齢福祉課長 

岐阜県 危機管理部防災課長  

愛知県 建設局河川課長 福祉局高齢福祉課長 

愛知県 防災安全局防災部災害対策課長  

多治見市 建設部長 福祉部高齢福祉課長 

瑞浪市 建設部長 民生部高齢福祉課長 

恵那市 総務部長 医療福祉部高齢福祉課長 

土岐市 建設水道部長 健康福祉部長 

名古屋市 防災危機管理局危機対策室長 健康福祉局監査課長 

名古屋市 緑政土木局河川工務課長 子ども青少年局総務課長 

名古屋市 上下水道局防災課長  

瀬戸市 危機管理課長 健康福祉部高齢者福祉課長 

春日井市 建設部河川排水課長 健康福祉部福祉政策課長 

小牧市 市民生活部防災危機管理課長 福祉部福祉総務課長 

稲沢市 建設部防災安全課長 市民福祉部高齢介護課長 

清須市 建設部土木課長 健康福祉部高齢福祉課長 

北名古屋市 生活安全部危機管理課長 福祉部社会福祉課長 

あま市 市長公室危機管理課長 福祉部社会福祉課課長補佐 

あま市 建設産業部土木課長  

豊山町 企画調整部防災安全課長 生活福祉部保険課長 

大治町 総務部防災危機管理課長 福祉部次長兼民生課長 

蟹江町 総務部安心安全課長  

海部地区水防事務組合 事務局長  

庄内川河川事務所 事業対策官  

岐阜地方気象台 防災管理官  

名古屋地方気象台 防災管理官  
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土岐川・庄内川の水害から命を守るための合同会議 

（申し合わせ事項） 

平成２８年５月２６日 

一部改定 平成２９年５月２６日 

１．土岐川・庄内川流域では、下記のとおり水害の予防及び軽減を目的とする４つ

の会議の場を設立し、土岐川・庄内川の水害から住民の方々の命を守る取組を

精力的に実施しているところである。 

①庄内川洪水予報連絡会

洪水予報業務を円滑に実施するための会議の場として、平成３年３月 

に設立した。 

②庄内川災害情報協議会

洪水ハザードマップの普及などにより、庄内川流域の危機管理能力向上

を図るための会議の場として、平成１７年１０月に設立した。 

③庄内川流域水防災情報評議会

近年の情報通信技術の進展を踏まえ、具体的な情報共有のあり方につい

て整理するための会議の場として、平成１７年１０月に設立した。 

④庄内川水防連絡会

水防関係機関相互の協力及び連絡を密にするための会議の場として、平

成１４年５月に設立した。 

２．「庄内川の水害から命を守るための合同会議（以下、『合同会議』という）」は、

土岐川・庄内川の水害から住民の方々の命を守るという共通の目的を持つ上記

１に示す①～③の３つの会議の場を合同開催するもので、各構成員間での情報

共有や相互の連携及び協力を促進することを目的とし、平成２５年度より実施

しているところである。 

３．平成２７年９月に発生した鬼怒川の洪水被害を踏まえて策定された「水防災意

識社会再構築ビジョン(平成２７年１２月１１日、国土交通省水管理･国土保全

局)」に基づく、土岐川・庄内川流域における取組は、合同会議で議論するも

のとする。 

４．上記１に示す４つの会議の場に係る議論は、上記３に示す土岐川・庄内川流域

における取組み内容と大きく関連することから、今後は、合同会議として開催

することを原則とし、別添「土岐川・庄内川の水害から命を守る合同会議規約」

を定めるものとする。 
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土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議 規約（案） 

（設 置） 

第１条 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 15 条の 9 に基づく大規模氾濫減災議

会として、「土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議」（以下「協

議会」という。）を設置する。 

（目 的） 

第２条 土岐川、庄内川が氾濫した場合の水害、または土砂災害や高潮による被害

の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を

行うものとし、「水防災意識社会」の再構築を目的とする。 

（組 織） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。 

２ 事務局は、第１項によるもののほか、協議会構成員の同意を得て、必

要に応じて別表１の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協

議会に求めることができる。 

３ 協議会の円滑な運営を行うため、協議会に幹事会を置く。幹事会は、

別表２の職にある者をもって構成する。 

福祉部局と水防災部局の合同会議は別表３の職にある者をもって構

成する。 

４ 事務局は、第３項によるもののほか、幹事会構成員の同意を得て、必

要に応じて別表２の職にある者以外の者（学識経験者等）の参加を協

議会に求めることができる。 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 洪水浸水想定区域等の現状の水害、または土砂災害や高潮リスク情報を共有

するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携して実施している現状の減災に

係る取組状況等について共有する。 

二 円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動、氾濫水の排水等による浸水被害軽減

を実現するために、各構成員がそれぞれ又は連携して実施する取組事項につ

いて協議し、共有する。 

三 「土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針」にもとづく対策の実施状況の

フォローアップ

四 その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な取組事項を実施する。 
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（運 営） 

第５条 協議会及び幹事会の運営、進行並びに招集は事務局が行う。 

２ 事務局が必要と認めた場合は、構成員の一部の者及び必要に応じて構

成員以外の者の参加を求め、各市町単位での減災のための取組を検討

又は実施するための検討会や勉強会等を組織することができる。 

（事務局） 

第６条 協議会及び幹事会の事務局を中部地方整備局庄内川河川事務所に置く。 

（雑 則） 

第７条 この規約に定めるものの他、協議会の議事の手続きやその他運営に関して

必要な事項は、幹事会で定めるものとする。 

（規約改正の経緯） 

施 行 

一部改正 

一部改正 

一部改正 

平成２９年５月２６日 

平成３０年６月 ７日 

令和元年 ５月３０日 

令和２年 ５月２９日 

令和３年 ３月２５日 一部改正 
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別表１ 

岐阜県 

岐阜県 

愛知県 

愛知県 

多治見市 

瑞浪市 

恵那市 

土岐市 

名古屋市 

瀬戸市 

春日井市 

小牧市 

稲沢市 

清須市 

北名古屋市 

あま市 

豊山町 

大治町 

蟹江町 

海部地区水防事務組合 

庄内川河川事務所 

岐阜地方気象台 

名古屋地方気象台 

陸上自衛隊第１０師団

中部管区警察局 

岐阜県警察本部 

愛知県警察本部 

中部運輸局 

名古屋鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

名古屋市交通局 

愛知環状鉄道株式会社 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

名古屋高速道路公社 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

 名古屋保全・サービスセンター 

中部電力株式会社 

県土整備部長 

危機管理部長 

建設局長 

防災安全局長 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（市長） 

水防管理者（町長） 

水防管理者（町長） 

水防管理者（町長） 

管理者 

事務所長 

台長 

台長 

司令部第２部長 

総務監察・広域調整部長 

警備部長 

警備部長 

鉄道部安全指導課長 

鉄道事業本部土木部長 

鉄道本部名古屋統括部施設部長 

電車部運転指令室長 

運輸部取締役運輸部長 

運輸部運輸部長 

総務部常務取締役総務部長 

総務部長 

所長 

事業創造本部インフラ活用事業推進ユニット長 
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別表２ 

岐阜県 

岐阜県 

愛知県 

愛知県 

多治見市 

瑞浪市 

恵那市 

土岐市 

名古屋市 

名古屋市 

県土整備部河川課長 

危機管理部防災課長 

建設局河川課長 

防災安全局防災部災害対策課長 

建設部長 

建設部長 

総務部長 

建設水道部長 

防災危機管理局危機対策室長 

緑政土木局河川部長 

名古屋市 上下水道局長 

瀬戸市 危機管理課長 

春日井市 河川排水課長 

小牧市 

稲沢市 

清須市 

北名古屋市 

あま市 

あま市 

豊山町 

大治町 

蟹江町 

海部地区水防事務組合 

庄内川河川事務所 

岐阜地方気象台 

名古屋地方気象台 

中部運輸局 

名古屋鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

名古屋市交通局 

愛知環状鉄道株式会社 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

名古屋高速道路公社 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

 名古屋保全・サービスセンター 

中部電力株式会社 

防災危機管理課長 

危機管理課長 

土木課長 

防災交通課長 

安全安心課長 

土木課長 

防災安全課長 

防災危機管理課長 

安全安心課長 

事務局長 

総括地域防災調整官 

防災管理官 

防災管理官 

鉄道部安全指導課係長 

鉄道事業本部土木部土木課長 

鉄道本部名古屋統括部施設部工務課長 

総務部総務課防災危機管理室長 

運輸部運輸部次長兼企画管理課長兼運転課長 

運輸部運輸課長 

総務部総務課長 

総務部主幹 

管理担当課長 

事業創造本部インフラ活用事業推進ユニット長 
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別表３ 

（福祉部局と水防災部局の合同会議） 

岐阜県 

岐阜県 

愛知県 

愛知県 

多治見市 

瑞浪市 

恵那市 

土岐市 

名古屋市 

名古屋市 

名古屋市 

瀬戸市 

健康福祉部高齢福祉課長 

福祉局高齢福祉課長 

福祉部高齢福祉課長 

高齢福祉課長 

高齢福祉課長 

健康福祉部長 

健康福祉局監査課長 

子ども青少年局総務課長 

高齢者福祉課課長 

春日井市 地域福祉課長 

小牧市 福祉総務課長 

稲沢市 高齢介護課長 

清須市 高齢福祉課長 

北名古屋市 社会福祉課長 

あま市 社会福祉課課長補佐 

あま市 

豊山町 保険課長 

大治町 福祉部次長兼民生課長 

蟹江町 

海部地区水防事務組合 

庄内川河川事務所 

岐阜地方気象台 

名古屋地方気象台 

県土整備部河川課長 

危機管理部防災課長 

建設局河川課長 

防災安全局防災部災害対策課長 

建設部長 

建設部長 

総務部長 

建設水道部長 

防災危機管理局危機対策室長 

緑政土木局河川部長 

上下水道局長 

危機管理課長 

河川排水課長 

防災危機管理課長 

危機管理課長 

土木課長 

防災交通課長 

安全安心課長 

土木課長 

防災安全課長 

防災危機管理課長 

安全安心課長 

事務局長 

総括地域防災調整官 

防災管理官 

防災管理官 
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土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針
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土岐川・庄内川流域の減災に係る

取組方針 

令和４年５月３０日 

土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議 
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1 

１． はじめに 

平成 27 年 9 月関東・東北豪雨災害により、鬼怒川の下流部では堤防が決壊するなど、氾濫流に

よる家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生した。また、これらに避難の遅れも加わり、

近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生した。 

このことから、国土交通省から社会資本整備審議会会長に対して、「大規模氾濫に対する減災の

ための治水対策のあり方について」が諮問され、平成 27 年 12 月 10 日に『大規模氾濫に対する減

災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向

けて～』が答申された。 

平成 28 年 8 月、台風第 10 号等の一連の台風によって、中小河川で氾濫が発生し、逃げ遅れに

よる多数の死者や甚大な経済被害が発生した。この災害を受け、「水防災意識社会」の再構築に向

けた取組を中小河川も含めた全国の河川でさらに加速させるため、国土交通省は緊急的に実施す

べき事項について「「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画（以下、「緊急行動計画」よ

いう）」をとりまとめた。 

さらに、中国・四国地方に甚大な被害をもたらした平成 30 年 7 月豪雨をはじめとする大規模水害

の発生を受け、平成 30 年 12 月 13 日に社会資本整備審議会より「大規模広域豪雨を踏まえた水災

害対策のあり方について」が答申され、多くの関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な

災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強化を緊急的に図るべきとされ、

緊急行動計画の改定が行われることとなった。 

令和元年房総半島台風・東日本台風など、気候変動の影響等により激甚な災害が頻発している

状況に鑑み、国土交通省は社会資本整備審議会会長に対して、「大気候変動を踏まえた水災害対

策のあり方について」を諮問し、令和 2 年 7 月、審議会から「気候変動を踏まえた水災害対策のあり

方について～あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～」が答申された。

この答申を踏まえ、国土交通省は、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、社会全体で

洪水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏

まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、流域治水への転換を推進し、防災・減災が主流

となる社会を目指すものとした。 

土岐川・庄内川においては、平成 27 年 12 月の答申を踏まえ、「人命被害ゼロ」、「社会経済被害

の最小化」を目標として、各市町の現状や課題に応じた取組を進めてきたところであるが、頻発する

激甚な水災害を受け、より一層の防災・減災対策の推進が必要とされている。 

 土岐川・庄内川は次に示すように、各市町の区間によって地域特性や浸水被害の形態が異なっ

ており、それぞれの特性に応じた取組の実施が必要である。 
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また、複数市町で連携が必要な取組や流域全体で実施する必要がある取組については、既存

の流域単位の枠組である『土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議（本会議は水防法（昭和

24 年法律第 193 号）第 15 条の 9 に基づく大規模氾濫減災協議会である。以下、「協議会」という）』

を活用して検討・実施することとした。 

 

このような推進体制のもと、庄内川では「人命被害ゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目標として、

平成 28 年度から平成 32 年度（令和 2 年度）までの取組み進捗を踏まえ、令和 3 年度から７年度ま

での主な取組については以下のとおりとした。 

 

■ハード対策として、河道掘削や堤防整備などの「治水安全度を向上させるための対策」を重点

的に実施する。 

 

■ソフト対策として、人命被害ゼロに向け迅速かつ的確な避難行動を促すための取組として、タ

イムライン（事前防災行動計画）の作成・実践、防災教育や防災訓練の実施、プッシュ型の洪

水予報等の情報発信、広域避難の検討等を実施するとともに、万が一氾濫が発生した場合で

も、一刻も早い社会経済活動の回復を可能とするため、滞留した氾濫流の排水計画案、被災

者の早期生活再建を支援するためのライフラインの早期復旧などについて検討を実施する。 

 

本資料は、上述の目標、推進体制、取組等を「土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針」とし

てとりまとめ、水防法第 15 条の９に規定される大規模氾濫減災協議会である本会の構成員により合

意したものである。本資料は、協議会規約第４条の２に定める、各構成員がそれぞれ又は連携して

実施する取組事項を示している。協議会構成員は、本資料に掲げる取組を尊重し、連携のもとに推

進していくものである。 

 

協議会は、以下を構成員とする。なお、市町の推進体制については、各市町で重点を置く取組

に応じて検討会や勉強会等を組織し、首長も参加して、取組を検討・実施し、国・県・市町の連携強

化を図るとともに、民間企業も含む、流域の多様な主体との連携強化を図る。 

また、今後、各市町での検討が進む中で、広域避難など複数市町での対応が必要な課題が出た

場合や流域全体で取り組むべき課題については、既存の流域単位の枠組である協議会を活用し

て取組を検討・実施することとする。また、協議会は流域に関係する多様な主体の参画を得て被害

軽減対策の取組を推進するものとする。 
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土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議の構成員 

岐阜県 

愛知県 

多治見市 

瑞浪市 

恵那市 

土岐市 

名古屋市 

瀬戸市 

春日井市 

小牧市 

稲沢市 

清須市 

北名古屋市 

あま市 

豊山町 

大治町 

蟹江町 

海部地区水防事務組合 

中部地方整備局 庄内川河川事務所 

気象庁 岐阜地方気象台、名古屋地方気象台 

陸上自衛隊第１０師団 

中部管区警察局、岐阜県警察本部、愛知県警察本部 

中部運輸局 

名古屋鉄道株式会社 

近畿日本鉄道株式会社 

名古屋市交通局 

愛知環状鉄道株式会社 

名古屋ガイドウェイバス株式会社 

名古屋臨海高速鉄道株式会社 

名古屋高速道路公社 

中日本高速道路株式会社 名古屋保全・サービスセンター 

中部電力株式会社 
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２．庄内川の概要と主な課題 

 

■近年の洪水の状況 

庄内川流域では、平成 12 年 9 月の東海豪雨により、新川の堤防が破堤して外水氾濫が発生、

名古屋市や西枇杷島町（現清須市）で甚大な浸水被害が発生したほか、名古屋市とその周辺の広

範囲で内水により、水害区域面積 10,487ha、被災家屋 34,049 棟、電気や水道などのライフラインの

被害や地下空間への浸水など典型的な都市型水害が生じた。 

平成 23 年 9 月の台風 15 号による豪雨では、中流部左岸の名古屋市守山区で越水による浸水

被害が発生したほか、右岸の春日井市では、内水や支川八田川、地蔵川からの越水により、床上

浸水 99 戸、床下浸水 30 戸の浸水被害が発生した。また、多治見市では土岐川沿いの市街部を中

心に内水が発生、床上浸水 132 戸、床下浸水 54 戸の甚大な被害が生じた。 

その後、土岐川・庄内川流域では大規模な洪水は発生していないが、日本全国では毎年のよう

に大規模かつ広域的な水災害が発生している。平成 28 年台風第 10 号では、中小河川が氾濫し、

高齢者利用施設において人的被害が発生した。平成 29 年７月には九州北部豪雨では洪水と土砂

災害が複合的に発生し、平成30年７月豪雨では広島県、岡山県、愛媛県等で死者237人、行方不

明者 8 人（H31.1.9 現在）もの人的被害が発生した。令和元年房総半島台風では長期間の停電や

それに伴う断水による生活障害が発生し、令和元年東日本台風では、洪水と土砂災害により死者

97 人行方不明 7 人（R2.4.10 現在）の人的被害が発生した。 

 

■近年の河川改修の状況 

 平成 12 年の東海豪雨を受け、国と愛知県では、庄内川下流域及び新川において、再び同様の

洪水があった場合でも被害を最小限にすることを目的とした「河川激甚災害対策特別緊急事業（激

特事業）」に平成 12 年度から着手し、河道掘削、築堤・堤防強化、小田井遊水地や新川洗堰の改

築等を実施、平成 17 年度に完成した。この結果、庄内川及び新川の治水安全度は大きく向上した

が、限られた期間での対策であったことから、東海豪雨と同規模の洪水に対しては、計画高水位を

上回る区間が残る状況となっている。 

このため、平成 20 年 3 月に策定した庄内川水系河川整備計画では、令和１９年度までに庄内川

（愛知県区間）については東海豪雨、土岐川（岐阜県区間）については平成元年台風２２号と同規

模の洪水が発生しても、破堤等による甚大な被害を防止すること等を目標として、河道掘削や堤防

整備等を実施していくこととし、現在は河川整備計画に基づき、治水対策を実施しているところであ

る。平成２８年度から令和２年度の５年間では、堤防整備、河道掘削、橋梁改築、危機管理型ハード

対策等の整備を段階的に実施した。 
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■地域の特徴と課題

 各市町の区間によって地域特性や浸水被害の形態が異なっていることから、区間を分けて、地域

の特徴や課題を次に示す。 

＜下流部左岸（名古屋市港区、中川区、中村区、西区の区域）＞ 

○下流部の大部分は海抜ゼロメートル地帯となっており、一度洪水や高潮等による氾濫が発生

すると氾濫流が拡散、浸水が非常に広範囲に及ぶ。また、中部圏の中枢機能を抱える名古屋

市市街部となっているため、浸水被害により、名古屋市のみならず中部圏の社会経済に甚大

な影響を及ぼすおそれがある。このため、できる限り氾濫を防止することが不可欠であり、万が

一、氾濫が発生した場合も社会経済への影響を最小限に抑えるため、速やかに氾濫流の排

除を行う必要がある。

○氾濫流は名古屋駅周辺にも及ぶと想定されるが、地下街等の地下空間が多く、氾濫流の流入

により人命被害が生じるおそれが高いことから、氾濫流が到達する前に避難を完了させておく

必要がある。

＜下流部右岸（名古屋市西区、稲沢市、清須市、あま市、大治町、蟹江町の区域）＞ 

○新川、五条川などの支川が流下しており、庄内川からの氾濫に先立って内水や支川氾濫によ

る浸水が発生していることが想定されるため、それらを踏まえた水防活動や避難行動を想定し

ておく必要がある。

○清須市や名古屋市西区の庄内川、新川、五条川に囲まれた区域、蟹江町では、洪水や高潮

等による氾濫流が滞留して浸水深が深くなり、人命被害も含め甚大な被害が生じるおそれがあ

ることから、早期の避難行動が特に重要である。

○稲沢市では、支川五条川、支川青木川等からの洪水や内水氾濫が想定されており、これらに

備えた水防活動や避難行動を想定しておく必要がある。

＜中流部（名古屋市北区、守山区、春日井市、瀬戸市、小牧市、北名古屋市、豊山町の区域）＞ 

○左岸側は低平地で名古屋市の市街部が広がっているため、庄内川や支川矢田川の氾濫によ

って甚大な浸水被害が発生するおそれがあることから、できる限り氾濫を防止することが重要

であるとともに、万が一、氾濫が発生した場合も社会経済への影響を最小限に抑えるため、速

やかに氾濫流の排除を行う必要がある。

○庄内川及び矢田川に囲まれた地域では氾濫流が滞留して浸水深が深くなり、人命被害も含め

甚大な被害が生じるおそれがあることから、早期の避難行動が特に重要である。

○右岸側の春日井市の区域では、平成23年9月の台風15号による豪雨で内水や支川地蔵川、

八田川からの越水により浸水被害が発生していることから、庄内川からの氾濫に先立って、内

水や支川氾濫による浸水を踏まえた水防活動や避難行動を想定しておく必要がある。

○右岸側の小牧市、北名古屋市、豊山町では支川新川、支川五条川、支川大山川からの氾濫

や内水氾濫が想定されており、これらに備えた水防活動や避難行動を想定しておく必要があ
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る。 

＜上流部（多治見市、瑞浪市、恵那市、土岐市の区域）＞ 

○土岐川本川の水位は急激に上昇しやすいことから、このような場合にも的確に対応できる水防

活動や避難行動を想定しておく必要がある。

○平成 23 年 9 月の台風 15 号による豪雨により多治見市では、土岐川の水位上昇に伴い川沿い

の市街部を中心に内水が発生し、甚大な被害となったことから、内水による浸水を踏まえつつ、

土岐川の氾濫に備えた水防活動や避難行動を想定しておく必要がある。

○盆地地形であり、一部の区域では氾濫流が滞留して浸水深が深くなり人命被害が生じるおそ

れがあることから、そのような区域では早期の避難行動が特に重要である。

○豪雨に伴い土砂災害が発生するおそれのある区域では、防災気象情報に注意し、雨が降り出

したら自主的に、可能な限り早めの避難行動を取ることが重要である。
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３． 現在の取組状況 

上記の庄内川の特徴や課題に対応する減災のための洪水氾濫の防止（ハード対策）、ソフト対

策の現在の取組状況と課題は以下の通りである。表中の記号（Ａ、Ｂ～T）は、５．に記載した表中の

「課題の対応」欄の記号と対応している。 

１）洪水氾濫の防止（ハード対策）に関する取組 

項目 現状○ と 課題● 

洪水を河川内で

安全に流すため

のハード対策 

○東海豪雨を契機とした激特事業により治水安全度は大幅に向上。

〇平成 23 年台風第 15 号を契機とした多治見市浸水対策実行計画に基づく

河川整備により、土岐川（多治見市周辺）の治水安全度が向上 

〇河川整備計画に基づき、取組方針や緊急行動計画に位置付けて推進して

きた堤防整備、河道掘削等により下流部の治水安全度が段階的に向上 

〇本川と支川の合流部の堤防整理、河道掘削や樹木伐採。水門や樋門の遠

隔操作化、河川管理の高度化等により、洪水被害の軽減を推進 

〇小里川ダムでは下流河川沿川における洪水被害の防止・軽減を図るため

事前放流を運用開始。 

○樋門・樋管等の遠隔操作化、操作規則等の作成と関係職員に対する講習

や説明会を実施。

---------------------------------------------------------- 

●東海豪雨と同規模の洪水に対して、計画高水位を上回る区間が残ってい

る。・・・・Ａ

●平成 20 年 3 月に策定した河川整備計画では、東海豪雨、平成元年台風

22 号と同規模の洪水が発生しても、破堤等による甚大な被害を防止するこ

と等を目標として現在、河川整備を実施しているが、整備途上の段階。・・・

Ａ

●効率的な事業推進を図るための関係機関との更なる連携、まだまだ時間を

要する狭窄部の対策が必要。・・・Ａ

●樋門・樋管等の遠隔操作化の推進、操作・運用についての職員の継続教

育が必要。・・・Ａ
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２）ソフト対策に関する事項

① 避難行動に関する取組

項目 現状○ と 課題● 

平常時からの避

難行動につなが

るリスク情報、避

難場所や経路に

関する情報の周

知 

○庄内川河川事務所では、計画規模の外力及び想定最大規模の外力に

対する浸水想定区域図を公表。また、ダム下流部においても小里川（ダ

ム下流）浸水想定図を公表。

○愛知県では、想定最大規模の外力に対する高潮の浸水想定区域図を

公表（R2 年度予定）

○市町では、計画規模の浸水想定区域図を踏まえ、避難場所や避難経路

を示した洪水ハザードマップを作成、公表。

〇想定最大規模の外力の浸水想定区域図の公表を受け、市町ではハザ

ードマップを作成、住民等の普及啓発に着手。 

○一部市町では、応急的な退避場所の確保を推進。

○庄内川河川事務所、一部市町では、過去の水害の水位や標高などの災

害リスクの現地表示を実施。

○庄内川河川事務所、県、市町は地域防災力の向上のための人材育成

や、共助の仕組みづくりに向けた各種取組を実施。

-------------------------------------------------- 

●住民に洪水ハザードマップ等の水害リスクの情報が十分に認知されてお

らず、実際の避難行動に結びついていない。・・・Ｂ

●想定最大規模の洪水ハザードマップは未作成の市町もあり、作成済であ

っても住民の認知度が低く、地域住民意識の醸成が必要・・・Ｂ

●避難場所が不足する市町での応急的な退避場所の確保の推進が必

要。・・・Ｂ

●水害リスクに対する住民の意識に地域差が生じている。・・・Ｂ

●防災学習や防災訓練等への住民の参加意欲の醸成、共助の仕組みの

担い手育成が必要・・・Ｂ

洪水時の河川の

水位等避難行動

につながるリスク

情報の周知 

〇庄内川河川事務所では、気象台と共同で氾濫危険情報等の洪水予報

を実施し、わかりやすい予報文に改良して発表。 

○雨量や水位、カメラ画像等をホームページで公表。リアルタイムの情報を

提供。

○氾濫発生のおそれがある場合は、庄内川河川事務所長から各市町の首

長等に情報伝達（ホットライン）を行うしくみを構築。
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〇気象台では、危険度の高まりに応じて段階的に防災気象情報を発表、

多言語で提供。 

○市町では緊急情報メール、登録制メールサービス等プッシュ型の情報発

信を実施。

○気象台、市町では５段階の警戒レベルによる災害情報を発信。

○小里川ダムの情報に基づいた避難情報の発令、ダム放流情報の連絡体

制を構築。

-------------------------------------------------- 

●洪水予報等の情報について住民の認知度の一層の向上が必要。・・・Ｃ

●洪水予報の情報の意味や避難行動への活用方法の、住民理解の向上

が必要。・・・・Ｃ

●市町村による防災対応時の判断等における防災気象情報の利活用の

推進が必要。・・・・Ｃ

●登録制メールサービス登録者の拡大とスマートフォンを持っていない住

民への防災情報提供手段の確保が必要・・・・Ｃ

●警戒レベル、警戒レベル相当情報への住民理解の醸成・促進が必

要。・・・・Ｃ

●ダム下流沿川の住民への避難指示発令時の行動の周知が必要・・・・Ｃ

避難指示の発令

等の避難行動を

促す取組 

○市町では、地域防災計画において避難指示等の具体的な発令基準や

対象地域を明記している。

○市町は要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を支援してい

る。

-------------------------------------------------- 

●過去の事例では、避難指示が実際の住民の避難行動に結びつかなか

った。・・・Ｄ

●避難確保計画が未策定の要配慮者利用施設における計画作成の促進

と要配慮者利用施設の避難訓練の実施状況の把握が必要。・・・E

タイムライン（事前

防災行動計画）の

作成・実践 

○市町での避難に着目したタイムラインの作成の取組は進捗。

○一部市町では、前線豪雨や土砂災害等洪水以外のタイムラインを作成

済み。

○一部市町では、多機関連携タイムラインを策定・試行中。

-------------------------------------------------- 

●タイムラインが未作成の市町がある。・・・F

●タイムラインを踏まえた訓練や実践が十分ではない。・・・Ｇ
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●作成済みの市町のタイムラインにおいて、内水や支川氾濫が先行して発

生する場合を想定できていない。また、土砂災害、前線豪雨も想定した

タイムラインの内容の検討が必要。・・・H

●地下街等地下空間への浸水を想定したタイムラインの活用を推進するこ

とや多機関連携タイムライン未策定の市町がある。・・・H

大規模台風によ

る高潮・洪水から

の広域避難を実

現するための取

組 

○国・自治体等関係機関で構成される「東海ネーデルランド高潮・洪水地

域協議会」において、大規模台風による高潮・洪水に対する広域避難等

に係る検討を重ねている。

○広域避難の協定を締結している市町があり、名古屋市を中心とした愛知

県下市町村で広域避難の検討に着手。

-------------------------------------------------- 

大規模台風によ

る高潮・洪水から

の広域避難を実

現するための取

組 

●避難先、避難誘導の方法、避難の手段、避難に必要となる協定・設備等

の多岐にわたる調整が必要である。・・・I

●地域防災計画等への反映等、実行性の確保が課題となっている。・・・I

●広域避難の必要性について、充分な周知がなされていない。・・・I

② 水防活動や応急復旧活動に関する取組

項目 現状○ と 課題● 

平常時からの自

治体や消防団等

関係者による重

要水防箇所等の

把握、水防訓練

の実施 

○庄内川河川事務所では、市町等の水防関係者と合同で出水期前に重

要水防箇所の巡視を実施。

○重要水防箇所や各箇所で適用が想定される水防工法をリストアップする

とともに協議会や重要水防箇所の巡視等の場を活用して、関係者と情報

共有済み。

○市町では出水期前に水防訓練を実施。

○一部市町では、内水や支川氾濫による浸水も想定した水防活動の検討

を実施。

-------------------------------------------------- 

●重要水防箇所の巡視への地域住民や消防団の参加が少ない。・・・J

●内水や支川氾濫が先行した場合を想定した、水防活動や応急復旧活動

での庄内川へのアクセスや水防活動の実施場所、人員体制等の検討が

不十分。・・・K
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洪水時の河川水

位等の情報の周

知、水防活動や

応急復旧活動の

実施体制の整備 

○中部地整が保有する土嚢袋やロープ、木杭、ブルーシート等の資材を

水防センターや水防倉庫に保管し、資材の数量等を出水期前に、庄内

川水防連絡会で確認を行っている。

〇市町では、防災拠点に水防倉庫や資機材を整備、出水期前の資材の点

検を実施。 

○多くの市町では消防団（兼任水防団）の人員不足、高齢化が進み、経験

の少ない団員が多い。

〇下流部では堤防天端の一般車の道路利用が多いが、出水時に水防活

動や河川巡視、応急復旧活動に支障を来すおそれがある。 

〇水防資機材については、リストによる数量の確認にとどまっており、重要

水防箇所に対応する最寄りの資材保管場所、アクセス道路の確認まで

至っていない。 

〇一部市町では、市町村庁舎や災害拠点病院等防災関係機関相互の情

報伝達機能を強化。 

〇一部市町では、庁舎の非常用電源確保等の災害対策本部機能確保対

策を実施。 

○一部市町では、想定最大規模の洪水時に庁舎や排水機場等の浸水が

想定。

-------------------------------------------------- 

●消防団（兼任水防団）の人員確保と団員の技術向上のための訓練が必

要。・・・L

●現場で巡視や水防活動等を行っている消防団がリアルタイムで情報把

握できる体制が不十分。・・・M

●災害時の堤防道路等の通行規制区間の検討に向けて、通行規制の区

間設定や実施方法・基準等の検討が必要・・・N

●水防活動や応急復旧活動の拠点となる場所の確保が不十分。・・・O

●重要水防箇所に対応する最寄りの資材保管場所、アクセス道路等の情

報共有が必要。・・・P

●想定最大規模の洪水時に浸水が想定される庁舎の耐水化、排水機場等

の耐水化や非常用電源等の整備による機能維持が必要。・・・Q
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③ 氾濫が発生した場合の一刻も早い社会経済活動の再開に関する取組

氾濫流の排除計

画の立案 

○国土交通省では、想定最大規模の洪水に対する堤防決壊時の浸水想

定シミュレーション（時系列での浸水範囲、浸水深を推定）を公表。

○庄内川河川事務所、一部市町では、氾濫発生時でも稼働可能な雨水ポ

ンプ場の確認を実施。

○一部市町では、雨水ポンプ場の機能強化対策に着手。

○庄内川河川事務所では、下流域における氾濫水の排水計画を策定。上

流域の浸水被害軽減に向けた検討に着手。

○多くの市町で氾濫水の排水計画は未策定。

○庄内川河川事務所では、排水施設、排水資機材の運用方法の改善を

実施。

○想定最大規模の洪水に対応した排水設備の耐水性確保は未実施。

-------------------------------------------------- 

●雨水ポンプ場の確認について、職員の点検に関する知識向上・施設へ

の理解向上が必要。・・・R

●市町での氾濫水の排水計画の立案に係る取組の推進が必要。・・・S

●想定最大規模の洪水に対応した排水設備の耐水性確保の取組への着

手が必要。・・・S

多様な主体による

被害軽減対策に

関する取組 

○流域内では浸水被害軽減地区は未指定。

○庄内川河川事務所では、庄内川災害対策協力会による建設会社との連

携体制を構築。

○一部市町では、災害からの早期復興に向けてライフライン事業者との協

定締結等の取組を実施。

-------------------------------------------------- 

●浸水被害軽減地区として指定し保全すべき施設の把握が必要。・・・T

●多様な主体の参画による被害軽減対策、早期復興対策への取組推進

が必要。・・・T

26



13 

４． 減災のための目標 

庄内川の特徴や課題、平成 27 年 9 月の関東・東北豪雨災害、激甚化する近年の水災害の状況

も踏まえ、令和７年度までに達成すべき減災のための目標は次のとおりとする。 

【５年間で達成すべき目標】 

■『人命被害ゼロ』

的確かつ迅速に住民が避難行動をとれるよう、ソフト対策の取組を重点的に実施。

■『社会経済被害の最小化』

洪水を河川内で安全に流すためのハード対策により、できる限り氾濫を防止するとともに、万が

一氾濫が発生した場合も、社会経済活動への影響を最小化するための取組を重点的に実施。

５．概ね５年で実施する取組 

４．で示した目標を達成するために、概ね 5 年間で国、県、市町等の関係者が実施する取組は次

のとおりとする。表中の「課題の対応」欄の記号は、３．に記載した表中の記号（Ａ、Ｂ～T）と対応し

ている。なお、今後の議論・検討により随時、取組を追加していく。 

また、下流部、中流部、上流部の各市町の区間によって地域特性や浸水被害の形態が異なり、

それらに応じた避難行動や水防活動等を実施していく必要がある。このため、庄内川では、各市町

単位での減災のための取組に重点を置き、市町ごとに取組を推進する。 

なお、本取組は庄内川水系流域治水プロジェクトと連携する。 

１） ハード対策の主な取組

激特事業を含む、河川整備事業により治水安全度が大幅に向上したものの、愛知県区間につい

ては東海豪雨、岐阜県区間では平成元年台風２２号と同規模の洪水に対しては、まだ十分に対応

できていないことから、「治水安全度を向上させるためのハード対策」を引き続き実施する。 

また、以降、庄内川河川事務所(略して庄内川）、名古屋及び岐阜地方気象台（略して気象台）と

する。 
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主な取組項目 課題の 
対応 

目標時期 取組機関 

■治水安全度を向上させるため

のハード対策 

A 

・堤防整備 令和 7 年度 庄内川 

・橋梁改築 引き続き実施 名古屋市 

・河道掘削 令和 7 年度 庄内川 

・多数の家屋や重要施設等の

保全対策

令和 7 年度 庄内川 

・ダム等の洪水調節機能の向

上・確保

令和 7 年度 庄内川 

・樋門、樋管等の施設の確実

な運用体制の確保

令和 7 年度 庄内川 

・河川管理の高度化に係る整

備

令和 7 年度 庄内川 

・粘り強い構造の堤防整備 令和 7 年度 庄内川 
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２） ソフト対策の主な取組

住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ

の転換を図るための取組等を実施する。 

① 人命被害ゼロに向けた住民の自主的な避難行動を促す取組

主な取組項目 課題の 
対応 

目標時期 取組機関 

■平常時からの避難行動につな

がるリスク情報、避難場所や経

路に関する情報の周知、住民

の防災意識向上のための取組

Ｂ 

○想定最大規模降雨（外水・内

水）および高潮の浸水想定区

域におけるハザードマップ作

成及び周知徹底

引き続き実施 庄内川、県、市町 

〇中小河川における浸水想定

区域の指定 

令和７年度 県、市町 

○中小河川の浸水想定区域に

おけるハザードマップ作成及

び周知徹底

令和７年度 市町 

○わかりやすい教材等を用いた

防災教育の実施

毎年実施 庄内川、県、気象

台、市町 

○地域防災力の向上のための

人材育成

毎年実施 庄内川、県、市町 

○住民一人一人の避難行動の

認識の徹底（マイタイムライン

の作成等）

令和 3 年度から 県、市町 

○避難計画策定の支援ツール

の充実（浸水ナビの整備）

引き続き実施 庄内川、県 

○防災施設の機能に関する情

報提供の充実

引き続き実施 庄内川、県、市町 

○浸水実績等の周知 引き続き実施 庄内川、県、市町 

○災害リスクの現地表示（まるご

とまちごとハザードマップの推

進）

引き続き実施 庄内川、市町 

29
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○避難訓練への地域住民の参

加促進

引き続き実施 庄内川、県、市町 

○共助の仕組みの強化 引き続き実施 庄内川、県、市町 

○応急的な退避場所の確保と

周知

引き続き実施 県、市町 

■洪水時の河川の水位等に関す

る避難行動につながるリスク情

報の周知

Ｃ 

○気象予報・洪水予測の精度

向上、洪水予報文の改良 

引き続き実施 庄内川、気象台 

○リアルタイムの情報提供やプ

ッシュ型の洪水予報等の情

報発信

引き続き実施 庄内川、気象台、

県、市町 

○ＣＣＴＶカメラの情報の高度

化、水位やカメラ画像等の情

報の入手、活用方法の周知

引き続き実施 庄内川、市町 

○県と共同で行う市町村防災担

当者向け「防災気象情報に

関する講習会」等の実施

引き続き実施 気象台 

○洪水予測や河川水位の状況

に関する解説

引き続き実施 庄内川、気象台 

〇危機管理型水位計・監視カメ

ラの設置・増設 

引き続き実施 庄内川、県、市町 

■避難指示等の発令が避難行動

につながる取組

Ｄ 

○ハザードマップの周知徹底

（再掲）

引き続き実施 市町 

○わかりやすい教材等を用いた

防災教育の実施（再掲）

毎年実施 庄内川、県、気象

台、市町 

○地域防災力の向上のための

人材育成（再掲）

毎年実施 庄内川、県、市町 
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○住民一人一人の避難行動の

認識の徹底（マイ・タイムライ

ンの作成等）（再掲）

令和 3 年度から 県、市町 

○危険レベルの統一化等によ

る災害情報の充実と整理

引き続き実施 庄内川、気象台、

県、市町 

○ダム放流情報を活用した避

難体系の確立（小里川ダム）

引き続き実施 庄内川、瑞浪市 

○要配慮者利用施設における

避難計画の作成促進及び避

難の実効性の確保

E 引き続き実施 

（地域防災計画に定め

られた要配慮者利用施

設については、避難確

保計画の作成を令和３ 

年度末までに完了） 

庄内川、県、市町 

■タイムラインの作成・実践

○避難に着目したタイムライン

の作成（未策定の市町）

F 平成 7 年度まで 市町 

○タイムラインを踏まえた訓練、

試行運用の実施

G 引き続き実施 市町、庄内川、県、

気象台 

○内水、支川氾濫による浸水や

地下空間への浸水、台風以

外の前線による豪雨や高潮、

土砂災害等に複合的に発生

する災害に対応したタイムラ

インへの改訂

H 引き続き実施 市町、庄内川、県、

気象台 

○多機関連携タイムラインの

拡充 

平成 7 年度まで 庄内川、気象台、

県、市町 

■大規模台風による高潮・洪水か

らの広域避難を実現するため

の取組

I 

○広域避難にかかる意思決定

の方法、実施体制、広報体制

の確立

引き続き実施 県、市町 
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○広域避難先、広域避難手段

の確保

引き続き実施 県、市町 

○広域避難に関する地域住民

の意識向上

引き続き実施 県、市町 
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② 洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動や応急復旧活動に関する取組

主な取組項目 課題の 
対応 

目標時期 取組機関 

■平常時からの自治体や消防団

等関係者による重要水防箇所

等の把握、水防訓練の実施

○住民や関係者等の理解・認

識が高まる重要水防箇所の

巡視の実施

※より多くの地域住民や消防

団が参加しやすい開催方

法により実施

※首長参加による巡視の実

施

J 毎年実施 庄内川、市町、県、

水防事務組合 

○水防活動の知識習得と技術

力向上のため、水防訓練の

実施や水防専門家を講師とし

た講習会を実施

K 毎年実施 庄内川、市町、県 

○内水や支川氾濫による浸水も

想定した水防活動の検討

引き続き実施 市町、県、水防事

務組合 

■水防活動や応急復旧活動の実

施体制等の整備

○消防団（兼任水防団）の人員

確保に向けた取組の推進

L 引き続き実施 市町、水防事務組

合 

○橋梁への量水標の表示など

水防活動時に必要な情報提

供の強化

M 引き続き実施 庄内川 

○出水時に水防活動、河川巡

視、応急復旧活動に支障が

出るおそれのある堤防道路の

通行規制の検討

N 令和 7 年度まで 市町 

○土のう拵えなどの水防活動に

必要となる資材の保管や作業

O 令和 7 年度まで 庄内川、市町 

33



20 

場所、及び災害復旧活動の

拠点となる防災拠点等の整備

（ハード整備） 

○重要水防箇所に対応する最

寄りの水防倉庫や資材保管

場所、アクセス道路の関係者

間での情報共有

P 引き続き実施 庄内川、県、市町、

水防事務組合 

○市町村庁舎や災害拠点病院

等の施設関係者への情報伝

達の充実

Q 令和 7 年度まで 庄内川、県、市町 

○市町村庁舎や災害拠点病院

等の機能確保のための対策

の充実（耐水化、非常用電源

等の整備）

令和 7 年度まで 庄内川、県、市町 

○庁舎等の防災拠点の強化 引き続き実施 庄内川、県、市町 
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③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための事前準備に関する取組

主な取組項目 課題の 
対応 

目標時期 取組機関 

■氾濫流の排除計画の立案

○氾濫発生時でも稼働可能な

雨水ポンプ場の確認

R 引き続き実施 庄内川、市町 

○排水施設、排水資機材の運

用方法の改善

引き続き実施 庄内川、県、市町 

○ポンプ場等排水施設の耐水

性の強化

S 令和 7 年度まで 市町 

○排水ポンプ車、雨水ポンプ場

による滞留する氾濫流の排水

計画の立案

引き続き実施 庄内川、市町 

■多様な主体による被害軽減対

策に関する取組

T 

○浸水被害軽減地区の指定に

向けた検討

令和 3 年度から 庄内川、県、市町、

水防事務組合 

○民間事業者等との連携強化 引き続き実施 庄内川、県、市町、

水防事務組合、高

速道路管理者、鉄

道事業者 

※上表のうち、「大規模台風による高潮・洪水からの広域避難を実現するための取組」については、

別途、東海ネーデルランド高潮・洪水地域協議会で検討される内容のうち、本協議会ならびに各構

成機関において活用できる部分を適宜取り込んでいくものとする。 
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６．フォローアップ 

５．に記述した取組については、毎年出水期の前に開催する協議会の中で、進捗状況を確認す

るとともに、各市町の検討会や勉強会等の中で新たに抽出された課題や取組についてはその際に

追加を行うなど、継続的なフォローアップを行う。また、広域避難など複数市町での対応が必要な課

題が出た場合及び流域全体に係る課題が出た場合については、協議会を活用して取組を検討・実

施することとする。 

本取組方針は、災害発生等今後の社会経済状況の変化や施策変化を踏まえ、必要に応じて見

直しを行う。 
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